
新都市基盤整備法
（昭和４７．６．２２）最近改正 平成２６．６．１３ 法６９号

１．新都市基盤整備事業にかかる土地整理における仮換地の指定による従前の宅地の使用収益権の

停止
（１）新都市基盤整備事業

新都市基盤整備事業とは、人口の集中の著しい大都市の周辺の地域における新都市の建設に関し、大都市圏にお

ける健全な新都市の基盤の整備を図ることを目的として、新都市基盤整備法に基づいて行われる新都市の基盤とな

る根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発の中核となる開発誘導地区に充てるべき土地の整理に関する事業で、

都市計画事業として施行されるものをいいます（法第１条）。

（２）制限の内容（法第３９条、土地区画整理法第９９条第１項、第３項の準用）

新都市基盤整備事業にかかる土地整理における仮換地が指定された場合には、従前の宅地について所有権、賃借

権等を有していた者は、仮換地指定の効力の発生の日から換地処分の公告の日まで、仮換地について従前の宅地の

存する権利と同じ内容の使用収益権を取得する代わりに、従前の宅地の存した使用収益権を停止されます。また、

仮換地の所有者や賃借権者等は、その仮換地指定の効力発生の日から換地処分の公告の日まで、仮換地の使用収益

を禁止されます。

２．使用収益停止処分に伴う使用収益の停止（法第３９条、土地区画整理法第１００条第２項の準用）
新都市基盤整備事業を施行する者が、工事の施行を円滑に行うため、換地計画において換地を取得又は利用しな

いこととされる所有者や賃借権者等に対して、その宅地の使用収益の権能を期日を定めて停止した場合は、その所

有者や賃借権者等はその期日から換地処分の公告がある日まで使用収益することが禁止されます。

３．建築物の建築義務（法第５０条）
新都市基盤整備事業の施行者や実施計画に基づき宅地を造成した者から施行区域内の共同利便施設等を建築すべ

き土地を譲り受けた者は、その譲り受けの日から２年以内に、所定の建築物を建築しなければなりません。

４．開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分の制限（法第５１条第１項）
開発誘導地区（法第２条第６項）とは、新都市基盤整備事業の施行区域を都市として開発するための中核となる

地区として、一団地の住宅施設及び教育施設、医療施設、購買施設その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の

福祉若しくは利便のため必要なものの用に供すべき土地の区域又は都市計画で定められた工業団地造成事業が施行

されるべき土地の区域をいいます。

換地処分があった旨の公告の日から１０年間は、開発誘導地区内の土地（工業団地造成事業が施行されるべき土地

を除く。）又はその土地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、賃借権等の権利の設定又は移転につい

ては、当事者が都道府県知事の承認を受けなければなりません。
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